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１【提出理由】

当社は、当社執行役並びに当社グループ会社の取締役等に就任している者であって当社執行役に準ずる者として当社

報酬委員会が提案し当社取締役会が承認した者（以下、「当社グループ会社取締役等」という。なお、当社執行役とあ

わせて「執行役等」と総称する。）に対する報酬として、会社法第236条乃至第244条の規定及び2025年５月28日開催の

報酬委員会並びに取締役会における承認に基づき、株式報酬型ストックオプションを目的として発行する新株予約権に

ついて、2026年４月９日開催の報酬委員会並びに取締役会において、具体的な発行内容を決定しましたので、金融商品

取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づき本臨時報告書

を提出するものであります。

 
 

２【報告内容】

(１)　銘柄

イオン株式会社第24回新株予約権証券

 

(２)　発行数

599個(注)

(注) 上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割り当てる新株予約権の数が減少するこ

とがある。

 

(３)　発行価格

　発行価格算定方法としては、以下の算式及び②から⑦までの基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデ

ルにより算出した１株当たりのオプション価格に各募集新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額(１円未

満の端数は切り上げ)とする。

 

 
① １株当たりのオプション価格(Ｃ)

② 株価(Ｓ)：2026年６月20日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、前

取引日の基準値段)

③ 行使価格(Ｋ)：１円

④ 予想残存期間(ｔ)　： 7.5年

⑤ ボラティリティ(σ):7.5年間(2018年12月23日から2026年６月20日まで)の各取引日における当社普通株式の

普通取引の終値に基づき算出

⑥ 無リスクの利子率(ｒ)：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦ 配当利回り(λ)：直近年度の配当総額÷上記②で定める株価。但し、記念配当を除いて算出。

⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ｎ(・))

(注)　2026年６月19日に決定する予定である。
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(４)　発行価額の総額

328,311,900円(注)

(注) 本臨時報告書提出日以降の株価変動の可能性に基づき算出した見込額である。

 
(５)　新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

　新株予約権の目的となる株式の種類

イオン株式会社　普通株式

完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない当社における標準となる株式

単元株式数は100株

 
　新株予約権の目的となる株式の数

179,700株(本新株予約権１個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は300株とする。)

　なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとす

る。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 
調整後割当株式数 ＝ 調整前割当株式数 × 分割(または併合)の比率

 
(６)　新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

　本新株予約権１個当たりの払込金額は、１株当たりの払込金額１円に、割当株式数を乗じた金額とする。

　なお、当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
 

１

分割(または併合)の比率
 

 

(７)　新株予約権の行使期間

2026年７月21日から2041年７月20日まで

 
(８)　新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、権利行使時においても、執行役等の地位にあることを要する。ただし、執行役等を退任し

た場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

②　新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはで

きないものとする。

③　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち１名(以下、「権利承継者」という。)に限

り、新株予約権を相続することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約

権を相続できない。

 

(９)　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

①　本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使

に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、上記新

株予約権の目的となる株式の数で除した金額とする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、その端数を

切り上げるものとする。

③　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記②記載の資本金等増

加限度額から上記②に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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(10)　新株予約権の譲渡に関する事項

　新株予約権者及び権利承継者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。

 

(11)　新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社執行役　　　　　　　　　15名(合計　 545個)

当社グループ会社取締役等　　４名(合計　　54個)

 
(12)　勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第２条第３項各号に規定

する会社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

当社の子会社

 

(13)　勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

　当社と新株予約権者との間で締結される契約に定めるところによる。

 

(14)　新株予約権の取得条項

①　新株予約権者が、次のいずれかに該当した場合、会社は新株予約権者の新株予約権を無償で取得することが

できる。

(ア)　法令または当社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合

(イ)　禁固以上の刑に処せられた場合

(ウ)　会社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合

(エ)　権利承継者が死亡した場合

(オ)　新株予約権者が新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき

②　当社取締役会において新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、当社は取締役会決議に

より取得することを定めた新株予約権を無償で取得する。

 

(15)　新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨

てる。

 

(16)　新株予約権の割当日

2026年６月21日

 

(17)　新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日

2026年６月21日
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